
別表    第２次三好市健康増進計画・第２次三好市食育推進計画中間評価支援業務 

に係る公募型プロポーザル審査基準 

 

審査項目 審 査 の 視 点 配点 

業務実績 本業務と同種又は類似業務の実績を有しているか 10 

実施体制 

当該業務に精通した担当者の配置など、適切に業務を提供できる

体制となっているか 
10 

業務を遂行するために適切なスケジュールが設定されているか。 

スケジュールの進捗管理について適切な体制がとられているか。 
10 

企画提案 

内  容 

健康日本 21（第三次）や第 4 次食育推進基本計画、その他の関

連法令、国及び県の動向等を踏まえた実施方法、実施内容となっ

ているか。 

10 

ニーズ調査及び生活実態調査の実施において、回答者に配慮した

設問の設計や手軽に回答できるための手法を導入するなど、回収

率の向上に向けた工夫や提案があるか。 

10 

調査結果の分析や量の見込みの算出方法が的確であり、今後の方

針や施策等の設定及び計画策定への反映について専門的な知見

から提案がなされているか。 

10 

三好市の健康増進・食育推進関連施策の現状及び課題を踏まえた

うえで、市民の健康増進や食育推進を目指した視点に基づいた計

画策定が期待できるか。 

10 

計画どおりに進行できる具体性があり、実現可能な提案がなされ

ているか。 
10 

プレゼン 

テーション 

プレゼンテーションによる内容説明及び質問への対応が明確で

業務への取組意欲が感じられるか。 
10 

見積価格 提案内容に対し妥当な金額であるか 10 

合       計 100 

 


